
  

 

半
田
市
地
域
共
創
セ
ン
タ
ー
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 
 

 
 
 

 
  

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
三
十
号 

 
 

 

半
田
市
地
域
共
創
セ
ン
タ
ー
条
例 

（
趣
旨
） 

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
半
田
市
地
域
共
創
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び

管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
二
条 

市
は
、
地
域
の
多
様
な
主
体
の
交
流
及
び
連
携
を
促
進
す
る
こ
と
で
新
た
な
価
値
を
生
み
出
し
、

持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
三
条 

セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
事
業
） 

第
四
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

多
世
代
の
地
域
住
民
が
自
由
に
集
ま
り
交
流
で
き
る
「
居
場
所
」
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

貸
室
等
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。 

（
施
設
） 

第
五
条 

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
た
め
、
セ
ン
タ
ー
に
交
流
ス
ペ
ー
ス
及
び
貸
室
を
置
く
。 

（
使
用
の
許
可
） 

第
六
条 

貸
室
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
交
流
ス
ペ
ー
ス
を
物
品
販
売
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為

を
目
的
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
認
め
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。  

 

２ 

市
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

成
岩
地
域
共
創
セ
ン
タ
ー 

名
称 

半
田
市
成
岩
本
町
二
丁
目
一
番
地 

位
置 



  

 

と
が
で
き
る
。 

（
使
用
の
制
限
） 

第
七
条 

市
長
は
、次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。  

 

一 

そ
の
使
用
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
な
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。  

 

二 

そ
の
使
用
が
セ
ン
タ
ー
の
施
設
又
は
そ
の
附
属
設
備
等
を
き
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
。  

 

三 

そ
の
使
用
が
集
団
的
に
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
の
利
益
に

な
る
と
認
め
る
と
き
。 

四 

そ
の
他
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。   

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
八
条 

市
長
は
、第
六
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
使
用
者
が
、次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、

許
可
を
取
り
消
し
、
使
用
の
中
止
若
し
く
は
停
止
を
命
じ
、
又
は
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

法
令
又
は
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。  

 

二 

許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。  

 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。  

 

（
権
利
の
譲
渡
の
禁
止
） 

第
九
条 

使
用
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
使
用
す
る
権
利
を
他
に
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
し
て
は
な
ら
な

い
。  

 

（
使
用
料
）  

 

第
十
条 

使
用
者
は
、
別
に
定
め
る
条
例
に
よ
り
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 

 

（
使
用
者
等
の
義
務
） 

第
十
一
条 

使
用
者
又
は
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
セ
ン
タ
ー
の

使
用
に
際
し
、
こ
の
条
例
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
及
び
市
長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

使
用
者
等
は
、
そ
の
使
用
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
損
害
賠
償
）  

 

第
十
二
条 

使
用
者
等
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失

し
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
委
任
）  

 



  

 

第
十
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別

に
定
め
る
。  

 

 

附 

則 
 
 

（
施
行
期
日
）  

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
）  

 

２ 

セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
申
請
そ
の
他
こ
の
条
例
を
施
行
す
る
の
に
必
要
な
準
備
行
為
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。  

 

（
半
田
市
使
用
料
条
例
の
一
部
改
正
）  

 

３ 

半
田
市
使
用
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
半
田
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
新
美
南
吉
記
念
館
の
項
の
次
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

                



  

 

  

地
域
共
創

セ
ン
タ
ー 

物
品
販
売

そ
の
他
こ

れ
に
類
す

る
行
為
を

す
る
場
合

一
店
舗
に

つ
き 

物
品
販
売
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
行
為
又
は
興
行
、

集

会

、

展

示

会

そ

の 

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し 

等
の
た
め
仮
設
工
作
物
を 

設
け
る
場
合 

冷
暖
房
設
備 

六
六
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
室 

六
六
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
六
五
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
室 

二
五
平
方 

メ
ー
ト
ル

以
上 

二
五
平
方 

メ
ー
ト
ル

未
満 

一
平
方
メ

ー
ト
ル
一

日
に
つ
き 

一
日
に
つ

き 占
有
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
一

日
に
つ
き 

一
時
間 

八
〇
円 

二
、
〇
〇

〇
円 

四
〇
円 

一
〇
〇
円 

一
一
〇
円 

二
二
〇
円 

使

用

の

許

可

を

受

け

た

と
き 

 一 

使
用
料
の
金
額
を
算
定
す
る

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
表
に
定

め
る
単
位
に
満
た
な
い
も
の

又
は
単
位
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
単
位
に
満
た

な
い
部
分
又
は
端
数
は
、
そ
れ

ぞ
れ
一
単
位
と
し
て
計
算
す

る
。 

二 

興
行
等
で
利
用
す
る
場
合

に
お
い
て
、
入
場
料
又
は
こ

れ
に
類
す
る
金
銭
を
徴
収
す

る
と
き
、
又
は
物
品
販
売
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を

目
的
と
し
て
使
用
す
る
と
き

は
、
上
記
金
額
の
二
倍
の
額

と
す
る
。 


